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【基本事項】 

 

第１条 適用 

1. 本仕様書は、県単道路改良委託（国道 356号香取小見川バイパス事業監理業務）（以下、「本業

務」という。）に適用する。 

2. 設計図書は、相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約

の履行を拘束するものとする。 

3. 本仕様書、図面又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書

かれた数字が相違する場合などの業務の遂行に支障が生じたり、今後相違することが想定され

る場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。 

4. 設計業務等、測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、各共通仕様書によ

るものとする。 

 

第２条 用語の定義 

仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

1. 「発注者」とは、千葉県財務規則等に規定する支出負担行為担当者又は契約担当者をいう。 

2. 「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社、その他

の法人をいう。又は、法令の規程により定められたその一般承継人をいう。 

3. 「事業監理業務」とは、発注者と事業促進 PPPの受注者が一体となり、事業に関するマネジメ

ントを行う業務をいう。事業は、複数の業務、工事により構成される。 

4. 「監理業務受注者」とは、事業促進 PPPの受注者をいう。 

5. 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、

承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第９条第１項《調査職員の条項》に規定する者であ

り、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 

6. 「総括調査員」とは、業務の総括業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は、協議の

うち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の

必要があると認める場合における契約担当者に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び

調査員の指揮監督を行う者をいう。 

7. 「主任調査員」とは、業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議の処理（重要な

ものを除く）、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の

履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整（重要なものを除く。）の処理を行う

者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合にお

ける総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指揮監督を行う者をいう。 

8. 「調査員」とは、業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議で簡易なものの処

理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の

調査（重要なものを除く）を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解

除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行う者をいう。 

9. 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、契約書第３１条第２項《検査等の条項》の
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規定に基づき、検査を行う者をいう。 

10. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の監理及び統括等を行う者で、契約書第１０条

第１項《管理技術者の条項》の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

11. 「主任技術者」とは、管理技術者のもとで業務の執行にあたり、主に技術上の監理をつかさど

る者で、受注者が定めた者（管理技術者、担当技術者を除く）をいう。 

12. 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者（管理技術

者、主任技術者を除く）をいう。 

13. 「委任」とは、全権を与えるのではなく、判断・意思決定について調査職員の承諾を受けて行

うものとする。 

14. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

15. 「契約書」とは、土木設計等業務委託契約書をいう。 

16. 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場に対する質問回答書をい

う。 

17. 「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

18. 「現場説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説

明するための書類をいう。 

19. 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答

する書面をいう。 

20. 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面

及び図面のもとになる計算書等をいう。 

21. 「指示」とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な書類について書面をもって示し、

実施させることをいう。 

22. 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもっ

て行為、あるいは同意を求めることをいう。 

23. 「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職

員に対し、業務に関する事項について書面をもって知らせることをいう。 

24. 「報告」とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知

らせることをいう。 

25. 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって

同意を求めることをいう。 

26. 「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

27. 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

28. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

29. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等

の立場で合議することをいう。 

30. 「提出」とは、受注者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を

説明し、差し出すことをいう。 
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31. 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの

を有効とする。 

１）緊急を要する場合は,ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日 

書面と差し換えるものとする。 

２）電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

32. 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者と調査職員が面談により、

業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

33. 「検査」とは、計約図書に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。 

34. 「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。 

35. 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。 

36. 「了解」とは、計約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理

解して承認することをいう。 

37. 「受理」とは、計約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内

容を把握することをいう。 

 

第３条 業務の着手 

受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１５日以内（土曜日、日曜日、祝日等（千

葉県の休日に関する条例（平成元年条例第１号）第１条に規定する県の休日（以下「休日等」とい

う。））を除く）に業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業

務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。 

 

第４条 調査職員 

1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 

2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行う

ものとする。 

3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は契約書第９条第２項《調査職員の権限の条項》に規定

した事項である。 

4. 調査職員がその権限を行使するときに、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場

合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従う

ものとする。調査職員は、その指示等を行った後７日以内に書面で受注者に指示するものとす

る。 

 

第５条 管理技術者 

1. 受注者は、業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

2. 管理技術者に委任できる権限は契約書第１０条第２項《管理技術者の条項》に規定した事項の

ほか、業務の実施にあたって、主に測量・調査・設計業務等受注者に対する指示・承諾または

協議の調整とし、調査職員と同等な立場とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権

限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権
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限（契約書第１０条第３項《管理技術者の条項》の規定により行使できないとされた権限を除

く。）を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるも

のとする。 

3. 管理技術者は、業務内容について主任技術者及び担当技術者が適切に行うように、指揮監督を

しなければならない。 

4. 受注者は、原則として競争参加資格確認申請書に記載した予定管理技術者を管理技術者に定

めなければならない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合

には、同等以上の技術者であるとの発注者の承諾を得なければならない。 

5. 管理技術者は、業務の履行にあたり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなけれ

ばならない。 

6. 管理技術者は、調査職員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、

業務を実施しなければならない。 

7. 管理技術者は、主任技術者との兼務は可能とする。 

 

第６条 主任技術者の資格 

主任技術者の資格については、特記事項で定める。受注者は主任技術者を定めた場合は、その氏名、

その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。 

なお、主任技術者は、各主任技術者とも兼務ができないものとする。 

 

第７条 担当技術者の資格 

担当技術者については、資格を規定しない。なお、受注者は担当技術者を定めた場合は、その氏名、

その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。 

 

第８条 適正な技術者の配置 

1. 管理技術者、主任技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者

と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。 

2. 調査職員は、必要に応じて、下記に示す事項について報告を求めることができる。 

一．技術者経歴・職歴 

二．資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業（建設業許可業者、製造

業者等）の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項。 

 

第９条 提出書類 

1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に

遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請

求書、請求代金受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその

他現場説明の際に指定した書類を除く。 

2. 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定

め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければ
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ならない。 

3. 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が１００万円以上の業務について、業務実績

情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として、「登録のた

めの確認のお願い」を作成し、調査職員に確認を受けたうえ、受注時は契約後、１５日以内（休

日等を除く）に、登録内容の変更時は変更があった日から、１５日以内（休日等を除く）に、

完了時は業務完了後１５日以内（休日等を除く）に登録機関に登録申請しなければならない。

なお、登録内容に訂正が必要な場合、テクリスに基づき「訂正のための確認のお願い」を作成

し、訂正があった日から１５日以内（休日等を除く）に調査職員の確認を受けたうえ、登録機

関に登録申請しなければならない。 

受注者は、契約時において、予定価格が１，０００万円を超える競争入札により調達される建

設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報シ

ステム（テクリス）に業務実績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをした

上で、「登録のための確認のお願い」を作成し、調査職員の確認を受けること。また、登録機

関に登録後、テクリスにより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出し

なければならない。なお、変更時と完了時の間が１５日間（休日等を除く）に満たない場合は、

変更時の提出を省略できるものとする。 

 

第１０条 打合せ等 

1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の

方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記

録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用

し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 

2. 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行

うものとし、その結果について書面（打合せ記録簿）に記録し相互に確認しなければならない。 

3. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協

議するものとする。 

 

第１１条 業務計画書 

1. 受注者は契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しな

ければならない。 

2. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

一．業務概要 

二．実施方針（情報セキュリティに関する対策を含む） 

三．業務工程 

四．業務組織計画 

五．打合せ計画 

六．連絡体制（緊急時含む） 

七．その他 
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二．実施方針又は七．その他には、第２２条安全等の確保、第３２条個人情報の取り扱

い及び第３３条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。 

3. 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員

に変更業務計画書を提出しなければならない。 

4. 調査職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ

ればならない。 

 

第１２条 官公庁への手続き等 

1. 受注者は、業務の実施にあたって発注者が行う関係官公庁等への手続きに協力しなければなら

ない。また、受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、

速やかに行うものである。 

2. 受注者が、関係官公庁等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、遅滞なくその旨を調査職

員へ報告するものとし、調査職員の承諾を得て，測量・調査・設計業務等受注者に対し、必要

な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議するものとする。 

 

第１３条 地元関係者との交渉 

1. 地元関係者への説明、交渉等は調査職員の指示・指導により行うものとする。これらの交渉に

当たり、受注者は地元関係者に誠意を持って接しなければならない。 

2. 受注者は、業務の実施に当たり地元関係者から再検討、要望等を受けた場合は、遅滞なくその

旨を調査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を得て、測量・調査・設計業務等受注者に

対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議するものとする。説明

等は原則として調査職員の指示を受けてから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じな

いように努めなければならない。 

3. 受注者は、設計図書を定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への

説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査職員に報告し、指示があれば

それに従うものとする。 

 

第１４条 業務に必要な資料の取扱い 

1. 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受

注者の負担において、適切に整備するものとする。 

2. 調査職員は、必要に応じて、業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

3. 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとす

る。 

4. 受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受

注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

5. 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等し

てはならない。 

6. 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。 
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第１５条 土地への立ち入り等 

1. 受注者は、業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、調査職員及び関

係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、第三者の

土地への立入について、当該土地所有者の許可は監理業務受注者が得るものとする。また、や

むを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告

し指示を受けなければならない。 

2. 受注者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用

する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は、当該土地所有

者及び占有者の許可を得るものとする。 

3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書

に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。 

4. 受注者は、第三者の土地への立入にあたっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出

し身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入に際してはこれを常

に携帯しなければならない。なお、身分証明書が必要なくなった場合には遅滞なく、もしくは

業務完了時に発注者に返却しなければならない。 

 

第１６条 成果物の提出 

1. 受注者は、業務が完了したときは、業務の内容及び業務実施報告書をとりまとめた報告書を作

成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。 

2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行

期間中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。 

3. 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（SI）とする。 

 

第１７条 関係法令及び条例等の遵守 

受注者は、業務の実施にあっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 

 

第１８条 検査 

1. 受注者は、契約書第３１条第１項《検査及び引渡しの条項》の規定に基づき、業務完了報告書

を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査

職員に提出していなければならない。 

2. 発注者は、業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。

この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。この場

合検査に要する費用は受注者の負担とする。 

3. 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。 

 

第１９条 再委託  

1. 契約書第７条《一括再委託等の禁止の条項》に規定する「主たる部分」とは、特記事項に示す
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ものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。 

2. 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等 

(ア) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、トレー

ス、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

(イ) 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を

得なければならない。 

(ウ) 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておく

とともに、協力者に対して適切な指導、管理の下の業務を実施しなければならない。 

3. なお、再委託の相手方は、千葉県の測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争（指名競

争）参加資格の認定を受けているものである場合は、千葉県から測量・建設コンサルタント等

業務に関し指名停止を受けている期間中であってはならない。 

 

第２０条 守秘義務 

1. 受注者は、契約書第１条第５項《秘密の保持等の条項》の規定により、業務の実施過程で知り

得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

2. 受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た

ときはこの限りではない。 

3. 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第１１条に示す業

務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的

に使用してはならない。 

4. 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務終了

後においても他者に漏らしてはならない。 

5. 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務

のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等をしない

こと。 

6. 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発

注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

7. 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利

用が認められ又はそのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。 

 

第２１条 情報セキュリティにかかる事項 

受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。 

 

第２２条 安全等の確保 

1. 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、

通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

2. 受注者は、特記事項に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道管理者、河川管理者、
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労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなけ

ればならない。 

3. 受注者は、業務の実施にあたり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指

導、監督に努めなければならない。 

4. 受注者は、業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令

に基づく措置を講じておくものとする。 

5. 受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければな

らない。 

１）業務に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公

署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 

２）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならな

い。 

３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用

を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

6. 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、

関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

7. 受注者は、業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常

に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 

8. 受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査

職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある

場合にはその指示に従わなければならない。 

 

第２３条 条件変更等 

1. 契約書第１８条第１項第５号《条件変更等の条項》に規定する「予期することのできない特別

な状態」とは、契約書第２９条《不可抗力による損害の条項》に規定する天災その他不可抗力

による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 

2. 調査職員が、受注者に対して契約書第１８条《条件変更等の条項》、１９条《設計図書等の変

更等の条項》及び２１条《業務にかかる受注者の提案の条項》の規定に基づく設計図書の変更

又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。 

 

第２４条 修補 

1. 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

2. 検査職員は、修補の必要があると認めた場合は、受注者に対して期限を定めて修補を指示する

ことができるものとする。 

3. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものと

する。 

4. 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第３１条第５

項《検査及び引渡し》の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 
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第２５条 契約変更  

1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。 

１）業務内容の変更により委託料が生じる場合 

２）履行期間の変更を行う場合 

３）調査職員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合。 

４）契約書第３０条《業務委託料の変更に代える設計図書の変更の条項》の規定に基づき委託

料の変更に代える設計図書の変更を行った場合。 

2. 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 

１）第２３条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項 

２）業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

３）その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項 

 

第２６条 履行期間の変更 

1. 発注者は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であ

るか否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

2. 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事

項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、

履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。 

3. 受注者は、契約書第２２条《受注者の請求による履行期間の延長の条項》の規定に基づき、履

行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根

拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 

4. 契約書第２３条《発注者の請求による履行期間の短縮等の条項》に基づき、発注者の請求によ

り履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければなら

ない。 

 

第２７条 一時中止 

1. 契約書第２０条《業務の中止の条項》の規定により、次の各号に該当する場合において、発注

者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させ

るものとする。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は、

人為的な事象（以下「天災」という。）による業務の中断については、第３１条臨機の措置に

より、受注者は、適切に対応しなければならない。 

１）第三者への土地への立入り許可が得られない場合 

２）関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合 

３）環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合 

４）天災等により業務の対象箇所の状況が変動した場合 

５）第三者及びその財産、受注者、使用人並びに調査職員の安全確保のため必要があると認め
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た場合 

2. 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合受注者は、受注者は契約図書に違反し、

又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一

部の一時中止をさせることができるものとする。 

3. 前２項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、調査職員の指示に従わなけれ

ばならない。 

 

第２８条 発注者の賠償責任 

発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

1. 契約書第２７条《一般的損害の条項》に規定する一般的損害、契約書第２８条《第三者に及ぼ

した損害の条項》に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰するべき損害と

された場合 

2. 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 

 

第２９条 受注者の賠償責任 

受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。 

1. 契約書第２７条《一般的損害の条項》に規定する一般的損害、契約書第２８条《第三者に及ぼ

した損害の条項》に規定する第三者に及ぼした被害について、受注者の責に帰するべき損害と

された場合 

2. 契約書第４０条《契約不適合責任の条項》に規定する契約不適合責任として請求された場合 

3. 受注者の責により損害が生じた場合 

 

第３０条 部分使用 

1. 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第３３条《引渡前における成果物の使用》

の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。 

１）別途業務の使用に供する必要がある場合 

２）その他特に必要が認められた場合 

2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。 

 

第３１条 臨機の措置 

1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに調査職員に報告しなければな

らない。 

2. 調査職員は、天災等に対して成果物の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められ

るときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 
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第３２条 個人情報の取り扱い 

1. 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情

報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）、千葉県個人情報保護条例（平成５年千葉県条例第１

号）に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

2. 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

3. 取得の制限 

受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、

本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範

囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

4. 利用及び提供の制限 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための

利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してならない。 

5. 複写等の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために

発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

6. 再委託の禁止 

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため

の個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託し

てはならない。 

7. 事案発生時における報告 

受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った

ときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示

があった場合はこれに従うものとする。また、契約が完了し、又は解除された後においても同

様とする。 

8. 資料等の返却等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やか

に発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別

の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

9. 管理の確認等 

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。ま
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た、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求

め、又は検査することができる。 

10. 管理体制の整備 

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理

体制を定め、第１１条で示す業務計画書に記載するものとする。 

11. 従事者への周知 

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得

た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、

個人情報の保護に関して必用な事項を周知しなければならない。 

 

第３３条 行政情報流出防止対策の強化 

1. 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第１１

条で示す業務計画書に流出防止対策を記載するものとする。 

2. 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならな

い。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する

事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外

に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣

労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）

に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとす

る。 

３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業

者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

１）受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得

て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本業務

の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却す

るものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様

とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」と

いう。）を選任及び配置し、第１１条で示す業務計画書に記載するものとする。 
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２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保） 

１）受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはなら

ない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報

流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 

２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置を

とり、事故の再発防止の措置を講じるものとする。 

３）発注者は、受注者の行政情報の管理体制について、必要に応じ、報告を求め、検査確認

を行う場合がある。 

 

第３４条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

1. 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、

不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うともに、捜査上必要な協力を行うこと。下

請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

2. １．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した

書面により発注者に報告すること。 

3. １．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 

4. 暴力団員等による不当介入を受けたことによる工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

発注者と協議しなければならない。 

 

第３５条 保険加入の義務 

1. 受注者は、雇用保険法、労働災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、

雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならな

い。 
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【特記事項】 

 

第１章 総則 

 

第１条 履行期間 

履行期間は、休日等を含み契約の翌日から令和９年３月２５日までとする。休日には、日曜日、

祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。 

本業務は、受注者の円滑な履行体制の確保を図るため、事前に業務資機材、技術者確保等の準備

を行うことができる余裕期間（契約締結日から業務開始日の前日までの期間）を設定した業務であ

る。 

1） 業務開始期限日 令和７年７月１日 

2） 実履行期間   業務開始日から令和９年３月２５日まで 

3） 留意事項 

① 受注者は、業務開始日を明らかにするため、参加表明書及び技術提案書の提出と併せて、

業務開始日通知書を発注者に届け出なければならない。 

② 余裕期間内には、社内における技術者の選定等の準備を行うことができるが、調査職員

との打合せ、現地踏査等、業務の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。 

③ テクリスへ登録する技術者の従事期間は、実履行期間の範囲で従事する期間を登録する

ものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。） 

④ 前払いは、業務開始日の 10日前までは請求できない。 

⑤ 主任技術者及び担当技術者の常駐は業務開始日からとする。 

⑥ 実履行期間外となる令和７年４月１日から業務開始日の前日までの日数分については、

設計変更の対象とする。 

 

第２条 管理技術者及び主任技術者の資格・実績 

1. 管理技術者に必要とされる資格及び業務実績は次のとおりである。 

【資格】 

規定しない 

【同種業務実績】 

下記のいずれかに該当すること 

1） 道路事業に関する事業促進 PPP（※１）、又は PM（※２）、又は CM（※３）の管理技術者とし

ての業務実績 

2） 道路事業に関する技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプにおける技術協力業務、又は

設計交渉・施工タイプにおける設計業務の管理技術者としての業務実績 

3） 道路分野において業務、又は工事をマネジメントした実務経験（※４） 

※１「事業促進ＰＰＰ」とは、国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰ等に関するガイドラインの１．

４「用語の定義」に基づくものをいう 
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※２「ＰＭ（プロジェクト・マネジメント）」とは、事業を効率的に進めるために、事業工程管理、

懸案事項管理、事業費管理、用地取得管理などを行うマネジメント業務の総称 

※３「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）」とは、工事の円滑な履行のため、施工段階に

おいて、工程管理、施工管理、品質管理、コスト管理、工事間施工調整などを行うマネジメ

ント業務の総称 

※４「工事・業務をマネジメントした実務経験」とは、道路分野における「千葉県請負工事監督

検査事務処理要領」第４に該当する総括監督員若しくは主任監督員、「千葉県設計業務等共

通仕様書」第１１０２条に該当する総括調査員若しくは主任調査員に相当する程度の経験を

いう。 

【類似業務実績】 

下記のいずれかに該当すること 

1） 道路事業の調査、設計業務に関する管理技術者としての業務実績 

2） 道路事業の工事に関する監理技術者としての工事実績 

3） 道路事業に関する事業促進 PPP（※１）、又は PM（※２）、又は CM（※３）の業務実績 

4） 道路事業に関する技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプにおける技術協力事業、又は

設計交渉・施工タイプにおける設計業務の業務実績 

 

2. 主任技術者に必要とされる資格及び業務経験は参加表明書と同等以上とする。 

【資格】 

いずれかの資格を有すること 

1） 技術士（総合技術管監理部門（建設）又は建設部門） 

2） 国土交通省登録技術者資格（業務：計画、施設分野：道路） 

3） RCCM（技術士の部門と同様の部門に限る） 

4） １級土木施工管理技士 

5） 土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

6） 公共工事品質確保技術者（Ⅰ） 

【同種業務実績】 

下記のいずれかに該当すること 

1） 道路事業に関する事業促進 PPP（※１）、又は PM（※２）、又は CM（※３）の業務実績 

2） 道路事業に関する技術提案・交渉方式の技術協力・施工タイプにおける技術協力業務、又は

設計交渉・施工タイプにおける設計業務の管業務実績 

3） 道路分野において業務、又は工事をマネジメントした実務経験（※４） 

【類似業務実績】 

下記のいずれかに該当すること 

1） 道路事業に係る調査、設計業務、道路工事に関する技術者としての１０年以上の実務経験。 

2） 道路分野における技術者としての１０年以上の実務経験。ただし、実務経験は道路分野での

従事期間が確認できるものとし、工事・業務の実績の有無は問わない。 
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3. 担当技術者の資格及び業務実績は規定しない。 

 

第３条 手持ち業務量 

本業務の履行期間中において管理技術者の手持ち業務量は、管理（主任）技術者又は担当技術者

となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額５００万円以上の業務（本

業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）を対

象とする。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履

行月数を乗じた金額とする。当該年の年割り額とする。 

下記を超えた場合は、遅滞なくその旨を発注者に報告しなければならない。その上で、業務の履

行を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技術者を、以下の①から

③までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行

を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。 

① 当該技術者と同等の業務成績を有する者 

② 当該技術者と同等の技術者資格を有する者 

③ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は仕様書において設定している配置予定技術者の手

持ち業務量の制限を超えないもの 

1. 管理技術者 

契約額の合計が公告日時点において５億円未満かつ契約件数の合計が１０件未満であることを

標準とする。 

主任技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務量のうち、千葉県が発注した建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回

る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額の合計を２．５億円に、契約件数

の合計を５件に読み替えるものとする。 

2. 主任技術者 

契約額の合計が公告日時点において２．５億未満かつ契約件数の合計が５件未満であることを標

準とする。 

管理技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。 

手持ち業務のうち、本業務以外で管理（主任）技術者となる業務があってはならない。千葉県が発

注した建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る金額で落札した業務があっては

ならない。 

 

第４条 常駐・専任 

配置技術者の常駐・専任については以下のとおりとする。 

【常駐】 

・管理技術者                無 

・主任技術者（事業管理担当）        有（１名）※１ 

・担当技術者（関係機関協議・調査設計担当） 有（１名）※１ 

 ※１：常駐する配置予定技術者は、主任技術者または担当技術者から１名でよいものとする。
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常駐する技術者は受注者の選択による。 

配置予定技術者として業務計画書に記載した担当技術者であれば、履行期間中の常駐の

交代を認める。 

 

【専任】 

・管理技術者                無 

・主任技術者（事業管理担当）        無 ※２ 

・担当技術者（関係機関協議・調査設計担当） 無 

※２：主任技術者は、専任を求めないが、本業務を最優先とする事とし、その他業務の管理技

術者になることは認めない。 

 

第５条 配置技術者の確認 

1. 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。

なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

2. 業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下のとおりとする。 

① 業務打合せ（電話等打合せを含む）において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整

等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者 

② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることが写真等で確認で

きる者。 

3. 業務実績情報システム（テクリス）に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確

認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」の提出にあたり、技術

者本人の登録に関する認識の確認のため、個々の技術者の署名を付するものとする。なお、「登

録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する

場合も同等とみなす。 

4. 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが

明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外が業務実

績情報システム（テクリス）へ登録された場合についても、同様とする。 

 

第６条 配置予定技術者の変更 

原則、配置予定技術者の変更はできない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由及び

家族の看病等道義的な理由により変更を行う場合には、同等以上の資格等を満たす技術者であるも

のとし、調査職員に申し出るものとする。 

 

第７条 業務の体制 

1. 本業務の管理技術者として主任技術者を兼務することができる。その場合、管理技術者及び主

任技術者双方の要件を満たすものとする。 

2. 主任技術者は、担当技術者と兼務することはできない。 

3. 体制の変更が生じた場合には、発注者と受注者の協議により行うものとする。 
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第８条 契約変更 

本業務の内容については、第２章のとおりとするが、業務計画の作成に伴い、業務を行う上での

現地の状況の他、基礎情報を収集し、確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。 

照査を行った結果、疑義が生じた場合については、調査職員に対し報告及び協議を行い、必要に応

じて数量の変更等の契約変更の手続きを行うものとする。 

 

第９条 再委託 

契約書第７条に規定する主たる部分とは、特記事項第２１条に示す業務とする。 

 

第１０条 業務委託証明書 

受注者は、発注者に業務を行う主任技術者の業務委託証明書発行申請書を提出し、業務委託証明

書の発行を受けなければならない。 

なお、主任技術者は業務委託証明書を携帯し、業務に当たらなければならない。 

 

第１１条 受注者の責任 

受注者が、善良な管理者の注意を怠り、本業務の本旨に従った履行をしなかったことで、物的被

害、人的被害、業務遅延等が発生した場合は、受注者が責任を負う。 

1. 債務不履行の内容 

１）受注者又は調査職員の指示・承諾に基づかない測量・調査・設計業務等受注者への権限行使

により損害が生じた場合 

２）受注者の故意又は過失により、測量・調査・設計業務等に損害が生じた場合 

３）受注者の責による履行遅延により測量・調査・設計業務等の履行に支障が生じた場合 

2. 責任における措置 

１）債務不履行による損害賠償が生じた場合は、監理業務受注者に請求する。 

２）千葉県の業務委託契約に関わる指名停止等の処置要領に準じる。 

 

第１２条 ウィルス対策 

受注者は、電子納品時のみならず、調査職員と業務に関する事項について電子データを提出する

際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウィルスチェックソフトは

常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。 

 

第１３条 個人情報の取り扱いについて 

本業務は「個人情報の取扱い」として、基本事項第３２条の他に以下の内容を加えるものとする。 

発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、それらを廃棄又

は消去するとともに、証明書を発注者に提出しなければならない。 

 

第１４条 旅費交通費について 
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本業務において打合せ、関係機関協議、現地作業（現地踏査含む）にかかる旅費交通費は直接人

件費の１．４９％として計上している。 

なお、契約変更によって直接人件費の増減があった場合の旅費交通費においては変更後の直接人件

費に対し率を乗じた額により計上する。ただし、旅費交通費の上限は１１９．４万円とし、変更に

よって宿泊が生じた場合は率を用いた積算の対象外とする。 

受注者は、必要に応じ、旅費交通費にかかる実態調査について調査職員より配布される様式に必要

事項を記入して提出すること。 

 

第２章 業務内容 

 

第１５条 事業の概要 

国道 356号香取小見川バイパス事業については、令和５年度に新規事業化し、現在、測量調査設

計業務を実施している。 

令和６年度以降、事業区間（約１０．１ｋｍ）全線にわたって、用地取得及び工事着手に向けた   

測量調査設計業務や地元及び関係機関との協議調整を進めていく予定である。 

今後、早期の用地取得及び工事着手を図るため、令和７年度から令和８年度の間で、測量調査設

計業務や地元及び関係機関並びに関係地権者等との協議状況を踏まえた総合的な事業計画の策定

及び工程管理が必要となる。 

このうち、令和７年度においては、道路予備設計や構造物予備設計業務等を実施する予定   

であり、事業区間全線にわたり、本線道路構造や既存道路及び用排水施設などの機能補償計画を策

定していく。このため、事業区間全線で地元への丁寧な説明及び利根川下流河川事務所をはじめと

する関係機関との協議調整を総合的に進めながら、事業推進上のリスクを踏まえた事業計画を策定

する必要がある。 

また、令和８年度においては、用地測量や詳細設計業務等を実施する予定であり、円滑な    

用地取得計画及び効率的な施工計画を含む工事計画を策定し、工事着手できる状況を整える。 

 

第１６条 業務目的 

本業務は、国道 356号香取小見川バイパス事業の香取市小見川～津宮において、効率的かつ確実

な事業推進を図るため、全体事業計画の整理、地元及び関係機関との協議、測量・調査・設計業務

等に対する調整、事業管理等を行う業務である。 

 

2. 募集要項の公告開始時点での発注済みの委託業務は以下のとおりである。 

社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区地質調査その１） 

社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区地質調査その２） 

県単道路改良委託（香取小見川工区地質調査その１） 

県単道路改良委託（香取小見川工区地質調査その２） 

県単道路改良委託（香取小見川工区地質調査その３） 

県単道路改良委託（香取小見川工区地質調査その４） 
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社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区航空レーザ測量） 

社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区予備設計） 

県単道路改良委託（香取小見川工区樋管予備設計） 

 

3. 令和７年度の発注見通し（予定）は以下のとおりである。 

社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区樋管予備設計その１） 

社会資本整備総合交付金委託（香取小見川工区樋管予備設計その２） 

 

4. 上記を除く、令和７年度以降の委託の実施規模（予定）は以下のとおりである。 

構造物予備設計 

用地測量 

道路詳細設計 

構造物詳細設計 

 

5. 関係機関協議先（予定）は以下のとおりである。 

 協議機関 協議項目 

① 香取市土木課 機能補償道路（市道） 

機能補償（用排水施設等） 

② 国土交通省 

利根川下流河川事務所 

河川協議（施工条件、占用申請） 

③ 水郷土地改良区 機能補償（用排水施設等） 

④ 八丁面土地改良区 機能補償（用排水施設等） 

⑤ 香取農業事務所 機能補償（用排水施設等） 

⑥ 東日本旅客鉄道（株） 近接施行に伴う協議 

⑦ 東日本高速道路(株) 近接施行に伴う協議 

⑧ 東京電力 電柱電線移設・鉄塔近接に伴う協議 

⑨ 関東農政局 機能補償（用排水施設等） 

⑩ 県教育委員会 埋蔵文化財 

⑪ 県警本部・警察署 警察協議（道路法 95条の 2） 

 

6. 上記以外に、本業務対象外となるが、国道 356号香取市津宮～佐原イの区間において道路拡幅

事業及び国道 356 号銚子市小船木町～香取郡東庄町新宿の区間において道路整備事業を実施

しているので留意するものとする。 

 

第１７条 業務箇所 

路線名：一般国道３５６号 

業務箇所：香取市小見川～津宮 
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第１８条 業務計画書 

1. 受注者は基本事項第１１条に基づき業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 

2. 本業務の実施体制として、主任技術者及び担当技術者の配置計画等を掲載するものとする。 

3. コンプライアンス対策について 

１）管理技術者は、業務計画書に記載した「コンプライアンス対策」について、主任技術者、担

当技術者に対して指導すること。 

２）指導は四半期毎１回以上とし、管理技術者は調査職員へ実施日及び実施内容等を記載し報告

するものとする。 

 

第１９条 業務打合せ等 

基本事項第１０条に定める調査職員との打合せは、以下を想定している。業務着手時は全ての配

置予定技術者の出席を求める事とするが、中間打合せ、成果品納入時については管理技術者を予定

している。なお、打合せ回数等に変更が生じる場合は、調査職員と協議のうえ契約変更の対象とす

る。 

1. 業務着手時 １回 

2. 中間打合せ ２回 

3. 成果品納入時 １回 

 

第２０条 事業調整会議 

発注者、本業務の受注者がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら、効率的なマネ

ジメントを行うことにより、事業の促進を図るため、受・発注者を含む関係者が一堂に会し、情報・

進捗状況等の共有、方針・判断の確認、課題の調整・解決等を行う「事業調整会議」を月１回開催

するものとする。管理技術者の出席を必須とし、主任技術者、担当技術者についても可能な限り出

席することとするが、必須とはしない。 

なお、事業調整会議の会議資料及び議事録については、受注者が作成すること。 

 

第２１条 業務内容 

1. 事業監理業務の体系は次のとおりとする。 

事業監理業務にあたり、調査職員が貸与する既往の測量・調査・設計業務等の報告書、地元及

び関係行政機関との協議記録、用地取得状況等について熟知のうえ、考慮すること。 

  



- 23 - 

 

１）体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）受注者は、事項の業務内容について発注者と一体となって業務を遂行するものとする。 

３）業務の実施にあたっては、発注者の全体的な管理の下、密接に連携して以下の業務を分

担・協力して実施するものとする。分担内容、協力内容については、発注者と調整のう

え決定し実施する。 

 

2. 主な業務は次のとおりとする。 

ただし、本業務を進める上で、公平中立性、透明性を確保するため、予算管理、契約に関する

業務（工事・業務の発注計画等を含む）、最終判断・指示は本業務から除く。 

１）全体事業計画の整理 

(ア) 全体事業計画案の把握・改善 

(イ) 工程表の作成 

２）地元及び関係行政機関等との協議等 

(ア) 測量・調査・設計業務等の立入に関する地元説明 

(イ) 測量・調査・設計業務等に関する地元への説明・調整・協議 

(ウ) 関係行政機関等との調整・協議等 

(エ) 地元及び関係行政機関等との協議資料作成 

３）測量・調査・設計業務等の調整等 

(ア) 設計方針等の調整 

(イ) 工程の把握及び調整 

(ウ) 測量・調査・設計業務等の助言 

(エ) 測量・調査・設計業務等の協議等 

(オ) 測量・調査・設計業務成果内容の確認 

(カ) 測量・調査・設計業務等の検査資料の確認 

４）事業管理等 

(ア) 全体事業計画の進捗状況管理 
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(イ) 事業期間の短縮に関する検討 

(ウ) 事業のコスト縮減に関する検討 

(エ) 用地取得計画の検討 

(オ) 工事計画の検討 

(カ) 事業に関する情報公開、広報の企画及び実施 

(キ) その他事業の推進に関すること 

５）その他 

 

3. 監理業務の業務内容は、次に示すとおりとする。 

１）全体事業計画の整理 

(ア) 全体事業計画案の把握・改善 

① 業務の着手にあたり、調査職員より、対象工区の全体事業計画案に関する説明

等を受けるとともに、現地状況の確認等を行い、業務着手時点における対象工

区内の測量・調査・設計業務、工事の実施予定、進捗状況、地元及び行政機関

の関係者、不確定要素等を把握するものとする。 

② 把握した全体事業計画案について、より効率的な事業展開となるよう事業計画

案の改善検討を行い、検討結果を調査職員に報告するものとする。 

③ 調査職員の指示により、採用されることとなった検討結果を全体事業計画案に

反映し、全体事業計画案を改善するものとする。 

(イ) 工程表の作成 

業務着手後、調査職員、受注者との間で、事業の工程、進捗状況等が視覚的に共有

でき、より効率的な事業展開に関する検討が円滑に実施できるよう、１）で整理し

た全体事業計画を踏まえ、全体事業の工程表を作成し、調査職員に報告する。なお、

工程表の作成方法（記載内容、表示方法等）は、調査職員と協議の上決定する。  

２）地元及び関係行政機関等との協議等 

(ア) 測量・調査・設計業務等の立入に関する地元説明 

測量・調査・設計業務等の実施に伴い、地元関係者の土地に立ち入る必要がある場

合は、調査職員の指示により、当該地元関係者に対し土地立入について了解を得る

ものとする。 

(イ) 測量・調査・設計業務等に関する地元への説明・調整・協議 

① 設計業務等の内容に関して地元住民・地権者等と調整を図るため、発注者の指

示のもと地元説明の実施計画の立案を行い、地元説明を行うものとする。実施

計画は、説明方法、実施時期、実施場所、説明対象、説明内容、周知方法等を

含むものとし、計画の立案にあたっては、調査職員と協議の上、地元市や地元

関係者と十分調整を図るものとする。 

② 地元説明の実施にあたり、必要な案内・配布資料・説明資料等を、調査職員及

び関係機関と十分調整を図り、作成するものとする。 

③ 地元説明を実施後、結果を取りまとめるとともに、地元住民・地権者等からの  
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質問・要望等については、その内容の確認及び対応方針を検討し、調査職員に

報告するものとする。また、必要に応じて測量・調査・設計業務受注者に対し、

必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議するとともに、

再度 地元説明を行うものとする。 

④ 地元関係者から事業に関する苦情・要望等があった場合、その内容を確認し調

査職員に報告するものとし、調査職員の指示により当該関係者との協議を行う

ものとする。 

(ウ) 関係行政機関等との調整・協議等 

① 設計等を実施する前に、関係行政機関と設計条件等の基本的事項を確認（計画

協議）するものとし、その結果について調査職員に報告し、指示を受けるもの

とする。 

② 計画協議に基づき実施した設計内容を確認する他、工事を施工するうえで必要

な設計の詳細内容及び設計施工協議の状況を確認するものとし、その結果につ

いて調査職員に報告し、指示を受けるものとする。 

③ １）で整理した全体事業計画を踏まえ、関係行政機関等との速やかな調整・協

議を図るものとする。なお、関係行政機関等から再検討、要望、指示等を受け

た場合は、遅延なくその旨を調査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を

得て、測量・調査・設計業務等受注者に対し、必要な対処案の作成を指示し、

その結果について調査職員と協議するものとする。 

④ 保安林解除、埋蔵文化財調査及びその他業務の推進に必要な調整・協議事項に

ついて、調査職員の指示により適切に処理するものとする。なお、関係行政機

関等から再検討、要望、指示等を受けた場合は、延滞なくその旨を調査職員に

報告するものとし、調査職員の承諾を得て、測量・調査・設計業務等受注者に

対し、必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議するも

のとする。 

(エ) 地元及び関係行政機関等との協議資料作成 

調査職員から指示があった場合には、地元及び関係行政機関との協議資料を作成す

るものとする。  

３）測量・調査・設計業務等の調整等 

(ア) 設計方針等の調整 

測量・調査・設計業務受注者から提出される業務計画書等の確認を行い、確認した

業務計画書及び確認結果を調査職員に報告するものとする。また、隣接する区間と

の設計方針等の調整を行うものとする。 

(イ) 工程の把握及び調整 

① 測量・調査・設計業務等の工程を把握するともに、検査時期、業務成果品の引

き渡し時期を確認し、調査職員に報告するものとする。 

② 予定工程が著しく遅れることが予想される測量・調査・設計業務等がある場合

は、当該測量・調査・設計業務等受注者に対して、その理由とフォローアップ
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の実施を求めるものとする。 

③ 測量・調査・設計業務等の進捗の遅れが、全体工程に対して著しく影響がある

と判断される場合は、その旨を調査職員に報告しなければならない。 

また、当該測量・調査・設計業務等受注者から事情を把握し、全体業務工程の

最適化を図るために是正措置を提案するものとする。また、隣接する区間との

工程について、調整を図るものとする。 

(ウ) 測量・調査・設計業務等の助言 

① 工事施工の観点及び、事業期間の短縮が図られるよう、測量・調査・設計業務

等受注者に対し、適切かつ的確な助言を行うものとする。 

② 測量・調査・設計業務等が効率的、効果的に実施できるよう、測量・調査・設

計業務等受注者に対し、適切かつ的確な助言を行うものとし、その内容につい

て調査職員に報告するものとする。 

(エ) 測量・調査・設計業務等の協議等 

測量・調査・設計業務等の契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議及び受

理等にあたり、不明確な事項の確認や、対応案の作成が必要となる場合には、調査

職員の指示により必要に応じて現場条件等を把握し、対応案を作成し調査職員に提

出するものとする。 

(オ) 測量・調査・設計業務成果内容の確認 

① 測量・調査・設計業務成果について、成果の妥当性、事業期間の短縮等の観点

から業務内容の確認を行い、その結果を調査職員に報告するものとする。 

② 測量・調査・設計業務等において行う工法・施工計画について、効率的、効果

的な施工方法及び施工計画となるよう代替案、改善案について検討を行い、調

査職員に報告するものとし、調査職員の承諾を得て、測量・調査・設計業務等

受注者に対し必要な対処案の作成を指示し、その結果について調査職員と協議

するものとする。 

(カ) 測量・調査・設計業務等の検査資料の確認 

測量・調査・設計業務の契約図書により義務づけられた資料及び、検査に必要な書

類及び資料等について確認を行うものとする。また、業務完了検査に立会うものと

する。  

４）事業管理等 

(ア) 全体事業計画の進捗状況管理 

① １）の全体事業計画の整理において作成した全体計画の工程と、実際の事業進

捗状況を常に把握し、把握した結果を調査職員に報告するものとする。 

② 事業進捗状況により、事業計画の変更や作業手順の見直しを必要に応じて実施

し、調査職員に報告するものとする。 

(イ) 事業期間の短縮に関する検討 

① 事業期間を短縮するためのメニューについて提案を行い、調査職員を報告する

ものとする。 
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② 調査職員の指示により、提案に基づく事業計画等の見直しを行うものとし、そ

の結果について調査職員に報告するものとする。 

(ウ) 事業のコスト縮減に関する検討 

① 対象業務の設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下させることのない、

計画段階におけるコスト縮減の提案を行い、調査職員に報告するものとする。 

② 調査職員の指示により、提案に基づく具体的な検討を行うものとし、その結果

について調査職員に報告するものとする。 

(エ) 用地取得計画の検討 

① 事業計画、事業の進捗状況及び測量・調査・設計業務等に関する地元との調整・

協議状況を考慮し、効率的な用地取得計画の検討を行い、調査職員に報告する

ものとする。 

② 事業進捗状況などにより、用地取得計画の変更や作業手順の見直しを必要に応

じて実施し、調査職員に報告するものとする。 

③ ①の業務を行うにあたり、必要な資料のとりまとめを行う。 

 

(オ) 工事計画の検討 

① 事業計画及び事業の進捗状況等を考慮し、効率的な工事計画の検討を行い、調

査職員に報告するものとする。 

② 工事計画及び調査・設計業務の成果に基づき、工事発注計画の作成に必要な概

略数量計算、図面の整理及び確認を行い、調査職員に提出するものとする。 

③ ①の業務を行うにあたり、必要な資料の取りまとめを行う。 

(カ) 事業に関する情報公開、広報の企画及び実施 

① 当該事業区間に関する情報公開のために、必要な資料を準備するものとする。 

② 事業に関する広報計画の立案を行うものとし、調査職員との協議により広報計

画に定める広報を実施するものとする。 

(キ) その他事業の推進に関すること 

その他、事業推進に関する事項について検討を行うものとする。  

５）その他 

(ア) 調査職員より指示があった事項についてその内容を把握し、適切に処理しなければ

ならない。 

(イ) 大規模災害発生時には、発注者及び測量・調査・設計業務等受注者と連携し災害対

応業務に協力しなければならない。 

(ウ) 特記仕様書に明示がない事項については、調査職員との協議により対処方法を決定

し、決定した事項を文書化し、契約図書の一部とする。 
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第２２条 業務実施報告書 

受注者は、業務の履行の報告を次のとおり調査職員に成果として提出しなければならない。 

成果品 提出時期等 成果内容 

業務記録簿 １回／２週 

・毎日記録 

・監理事業者毎 

調査職員に提出 

日々の監理業務の内容を書面で整理し報告する。 

・契約の履行の確保に関する実施内容 

・監理業務に関する実施内容 

提出書、報告書等 その都度 

・実施後に記録 

調査職員に提出 

仕様書に基づき実施した検討事項等について、目

的、経緯、結果を整理し報告する。 

 

第２３条 成果品 

成果品には、基本事項第１６条に規定する事項に加え、業務履行に必要となった各種資料・調査

結果等をあわせ報告書として提出するものとする。 

 

 

第３章 その他 

 

第２４条 施設等の使用 

1. 発注者所有施設等の使用、及び光熱水料について 

本業務の履行にあたり、受注者は香取土木事務所事務室を使用する。また、同場所で使用する

光熱水料は原則発注者の負担とする。 

なお、これによらない場合は設計変更協議の対象とする。 

2. 通信費・事務用品等について 

上記業務場所において、業務を実施する上で必要となる発注者所有の備品（机・椅子等の反復

使用に耐えうる事務用品をいう）については、原則、発注者との賃借契約に基づき借り受ける

ものとし、ネットワーク環境やその他事務用品については、原則、受注者の負担とする。 

なお、本業務において、受注者が準備する事務用品等は次のものとする。 

１）土木工事共通仕様書、その他業務に必要な図書 

２）パソコン（CADソフト含む）：１台以上 

３）プリンター：１台以上 ※インクジェットプリンターに限り設置可能。 

４）業務に必要となるソフトウェア 

５）業務に必要な自動車 

 

第２５条 疑義 

本業務履行中に疑義を生じた場合又は記載なき事項については、調査職員との受注者の協議による

ものとする。 
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第２６条 行政情報流出防止対策の強化 

1. 受注者は、業務計画書の実施方針に情報セキュリティに関する対策について記載すること。 

2. 受注者は、業務計画書及び基本事項第３３条に記載された内容を確実に実施するものとともに、

実施したことを確認できる資料を作成し、調査職員に報告しなければならない。 

 

第２７条 その他 

1. 受注者は、提出した「技術提案書」に基づき適切に業務を遂行するものとする。 

なお、提出した技術提案については、業務計画書に記載するものとする。 

2. 本業務受注者及び本業務受注者と資本面・人事面で関係がある者は、本事務所の発注支援業務

等（※３）及び本業務の担当工区の範囲内の工事等（本契約以降に発注されるものに限る）の

入札に参加してはならない。（業務の設計共同体又は工事の共同企業体の場合はその構成員と

なることもできない。）また、業務の技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事

面で関係があるもの（※４）は、本事務所の発注者支援業務（※３）本業務の履行場所の範囲

内の工事等（本契約以降に発注されるものに限る）の入札に参加してはならない。（業務の設

計共同体又は工事の共同企業体の場合はその構成員になることもできない。）なお、「参加」と

は、別の業務又は工事の入札に参加すること、又は別の業務又は工事の下請として参加するこ

とをいう。 

※３「発注者支援業務」とは、積算技術業務、工事監督支援業務、技術審査業務、道路巡回業

務、道路許認可審査・適正化指導業務、用地補償総合技術業務、調査設計資料作成業務、

用地調査点検等技術業務、裁決申請等関係資料作成整理等業務、災害復旧用地関係資料作

成整理等業務、施工プロセス検査・施工体制調査業務 等をいう。 

※４「資本面・人事面で関係がある者」とは、次の１）又は２）に該当するものをいう。 

１）一方の会社が、他方の会社の発行済数式総数の１００分の５０を超える株式を保有

又はその出資額の総数が１００分の５０を超える出資をしている者。 

２）一方の会社の代表権を有する役員が、他方の会社の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合。 

 

第２８条 電子納品 

本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、測量、設計などの各業務段階の最終

成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、「土木設計業務等の電子納

品要領（案）：（以下、要領）に基づいて作成された電子データを指す。なお、書面における書名又

は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 

 

第２９条 成果品の提出 

1. 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体（CD-R）で正副２部提出する。

「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、

「要領」の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、

電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン【委託業務編】（平成２８年１月）」
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を参考にするものとする。なお、「紙」による報告書等の提出は、下記のとおりとする。 

１）報告書（A4版）・・・１部 

※報告書作成については、本業務における成果として、本委託のダイジェスト、計画の

概要、設計条件、各種検討経緯及び結果、各種設計計算書等を取りまとめ、目次・イ

ンデックス等の使用し、わかりやすく見やすい報告書を作成すること。 

２）電子データ（CD-R等）・・・２枚 

2. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこと

を確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

成果品の副本は、（公財）千葉県建設技術センターに登録・保管することとする。調査職員と

の協議の後、（公財）千葉県建設技術センターに電子納品登録申請の手続き後に送付される「千

葉県電子媒体（副本）納品事前受付書」は、業務の完了の検査時に携行すること。業務の完了

の検査後、原則として１週間以内に、副本を（公財）千葉県建設技術センターに送付すること。

その後、（公財）千葉県建設技術センターから送付される納品登録完了通知に伴い、入手する

こととなる、「千葉県電子媒体（副本）納品登録書」の写しを監督員に提出すること。なお、

成果品（正）については、報告書に袋綴じして提出すること。 

 

第３０条 成果品の検査 

成果品の書類検査は情報機器を使用して行うこととする。検査機器の準備等は原則として受注者

が行う。 
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